
　蛍光法集菌塗抹法を掲載させていただきます。

※蛍光法集菌塗抹法をご依頼する場合は、今まで通り指示事項にその旨記載をお願いいたします。

　最終受託日以降、蛍光法直接塗抹法およびチールネルゼン法にマークされた場合は、蛍光法集菌塗抹法に

総合検査案内149頁参照

　（裏面参照）

記

《検査受託中止項目》

総合検査案
内記載頁

項目
コード

項目名 中止理由 代替項目

　変更させていただきます。（裏面参照）

　新依頼書は現依頼書の在庫がなくなり次第、順次切り替えさせていただきます。

5029

5030

　　2024年 1月 31日（水）

《最終受託日》

※検査受託中止に伴い、現依頼書から蛍光法直接塗抹法およびチールネルゼン法を削除し、代替項目である

依頼数僅少のため 148

[5051]
抗酸菌塗抹検査

蛍光法集菌塗抹法
（50点+35点加算）

抗酸菌塗抹検査
蛍光法直接塗抹法（50点）

抗酸菌塗抹検査
チールネルゼン法（64点）

《手書き報告書の廃止》

　［5031］　抗酸菌培養検査　抗酸菌分離培養２（小川培地法）

《最終発行日》

　　2024年 1月 31日（水）

※［5533］抗酸菌同定および［5846］抗酸菌薬剤感受性検査の追加は弊社窓口にお申し付けください。

TEL ０４４－７７７－３２５４

〒216-0042 川崎市宮前区南野川３-２２-１

https://www.kml-net.co.jp/
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2024年1月KML INFORMATION

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記項目におきまして、検査の中止及び手書き報告書を廃止させ

ていただきますのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察のうえ、ご了承の程お願い申し

上げます。

敬具



●蛍光法集菌塗抹法のご依頼方法

①指示事項（赤枠部分）に『蛍光法（集菌塗抹法）』と記載をお願いいたします。

　マークされた場合、蛍光法集菌塗抹法に変更させていただきます。

●抗酸菌分離培養２（小川培地法）陽性時の手書き報告書の廃止

※抗酸菌分離培養２（小川培地法）陽性時に発行している上記の手書き報告書を廃止させていただきます。

 （抗酸菌検査報告書は今まで通り発行いたします）
［5533］抗酸菌同定および［5846］抗酸菌薬剤感受性検査の追加は弊社窓口にお申し付けください。

②2024年2月1日（木）以降、上記（青枠部分）のように蛍光法（直接塗抹法）およびチールネルゼン法に

①

②


